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第 4回 「札幌版次世代住宅基準」に関する技術検討会議 議事録 

 

          日時：平成 23年 1月 21日（金）10：00～12：00 

          場所：市役所本庁舎１２階３号会議室  

 

 

大場課長  それでは定刻となりましたので、ただいまから第４回「札幌版次世代住宅基

準」に関する技術検討会議を開催いたします。私は事務局の建築部建築企画課

長、大場でございます。よろしくお願いいたします。まず配布資料を確認させ

ていただきます。座席に次第と座席表、名簿、資料の１から５があると思いま

す。ご確認をお願いいたします。よろしいでしょうか。本日は第３回会議の要

点と課題・今後の対応についてご確認いただいたあと、札幌版次世代住宅基準

素案の修正案をご確認いただきまして、さらに基準の普及案についてもご審議

をいただきたいと思います。 

      それでは議事に入らせていただきます。ここより進行を繪内座長にお願いい

たします。 

 

繪内座長  おはようございます。それでは早速ですが、議事に入ります。最初に議題の

１、第３回会議の要点・課題・今後の対応についてですが、資料１をご覧下さ

い。この資料につきましては、もうすでに委員の皆様にはお送りしております。

細部の説明は省略させていただきますが、前回とご同様ですので、ご了承いた

だきましたら確定したいと思います。ただ福島さんのほうから、１ページ目の

ところの換気に変更や修正があるということです。資料の１のところでは、第

３種換気で第１種換気の約１／３、パッシブ換気で１／３ということになって

おりますけれども、確認したところパッシブ換気は第３種換気と同様、それか

ら第１種換気の１／３との見解をいただいております。先ほどの資料１は、こ

のように変更します。委員の先生の方から、この資料１につきまして、ご質問

あるいはご意見ございませんか。もしなければ先ほどの換気に係わる部分を修

正して、了承したいと思います。よろしいでしょうか。それでは了承したとい

うことにさせていただきます。 

      次は議題の２に入ります。議題の２は、札幌版次世代住宅基準シミュレーシ

ョン計算の見直しについてということですが、これにつきましては事務局より

ご説明をよろしくお願いします。 

 

大場課長  それでは事務局を補助している株式会社藤原環境科学研究所の藤原の方から

ご説明いたします。 

 

藤原    それでは資料２に基づきましてご説明させていただきます。ちょっと飛ばし

まして５ページのＡ３の横開きを見ていただきたいと思います。要点と課題に
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もございましたが、まず換気の考え方を修正するような意見をいただいており

まして、局所換気、台所とかそういうところで使われる局所換気というのは、

年間通してベースで 0.1回／ｈくらいあるということで、気密性と隙間換気と

いうところの上から３行目に局所換気というものを 0.1回／ｈ入れております。

機械換気とパッシブ換気を考えるということで、ただ隙間風の換気と局所換気、

それから機械換気、パッシブ換気トータルで、パッシブ換気の場合は、通常の

0.5回／ｈというものの、だいたいデマンド換気ということで、70％くらいの

負荷になるということで 0.35回／ｈ、そのほかのものについては、通常の 0.5

回／ｈということで、設定としております。それからもう１点ご指摘いただき

ました熱交換換気に関しては、前回はカタログ値の熱交換効率というもので提

示してはどうかということで説明しましたが、実際にはそれより１割くらいは

交換効率が落ちるということで、例えば、スタンダードの北方型ＥＣＯで熱交

換効率を 75％のものを使ったとすると、実質は 65％ということで計算いたして

おります。計算上の相当換気回数というのが、実質熱交換効率の下にあります

が、平成 11年基準それから北方型ＥＣＯまでは 0.5回、あとは熱交換が行われ

る部分については、熱交換効率を適応しますとスタンダードのパッシブ換気で

はない方が 0.29、パッシブ換気は 70％の換気量ですので、0.35、ハイレベルの

パッシブ換気、熱交換換気を行う方が 0.25、パッシブ換気は 0.35、トップラン

ナーも同様に 0.21と 0.35ということで換気回数を見ております。 

      次に、窓の換気に関しまして、前回ハイレベルで、すでにパッシブハウス相

当の値になっているということで、計算等の見直しを行うということで、見直

しましたところ、日射の遮蔽係数をこの前は、0.807という大きなもので見て

いたということで、今回レースのカーテン等をしたＬｏｗ－Ｅペア相当でみる

と、0.523になりますので、この値で見直しておしております。それによって

後で見ていただきますが、トップランナーのパッシブハウス相当で、ボイラ効

率を考慮しますと、14.5ｋＷ程度になりますので、実態を踏まえた良い値にな

るかと思います。 

      次に玄関ドアについてですが、木製断熱ドアもだいたい値段的には、金属製

と同じくらいになってきているということで、スタンダードレベル以上は、性

能のいいスウェーデン製の木製ドアにしてはどうかということでご指摘いただ

きました。やはり値段的にも、だいぶ金属性のドアと同様の設定がされている

ものが市販されております。また、繪内座長のほうから、木製ドアで耐火性能

がどうかということもございました。それについて調べましたところ、延焼の

恐れのある部分に関しては、耐火性をクリアしたものが販売されております。

このＫ値の 1.11というのは、そういう延焼の恐れのあるところにも使っていい

ものになります。耐火性能の無いものに関しては、これよりちょっと性能のい

い 0.94という貫流率になります。従って延焼の恐れのある部分に使っても問題

ないということで、スタンダード、トップランナーに関しては木製断熱ドアと

いうことで設定しております。 
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      もう１点が、平成 11年基準の住宅と、北方型とのエネルギー消費の差が、あ

まり無いということで、平成 11年基準を満足するのに、前回は高性能グラスウ

ールを 100㎜プラスに外張りで 20㎜増やしておりましたけれども、その 20㎜

がなくても熱的な基準は満足いたしますので、20㎜の付加断熱を取っておりま

す。そういうことで一応計算しております。 

      さらに、パッシブ換気の評価を行うということで、欄外に２つ書いておりま

すが、換気動力の暖房負荷への算入ということで計算を行っています。まず、

熱交換換気の場合が、年間の電力量がどうなるかというと、換気の動力がだい

たい 60Ｗということですので、これで 365日 24時間行いますと、年間 525.6

ｋＷｈになります。これを単位面積当りにいたしますと、4.175ｋＷｈ／㎡の電

力消費になりまして、仮に暖房用ヒートポンプの成績係数を 2.5ということで

考えますと、暖房負荷に計算し直しますと、10.44ｋＷｈ／㎡という値になって

きます。これに対してパッシブ換気の場合は、一般の３種換気になりますので、

３種換気の動力は 20Ｗ程度ということですので、それで年間を見ますと 175.2

ｋＷｈになりまして、単位面積当りが 1.392ｋＷｈ／㎡になります。同様に暖

房負荷に換算いたしますと 3.48ｋＷｈ／㎡になります。 

      先にパッシブ換気のご説明をしたいのですが、スタンダードレベルで、北方

型ＥＣＯ×0.8というのが熱交換換気を行った場合です。その右側にパッシブ

換気の計算結果があります。一番下の方に下がっていただきますと、年間の暖

房負荷の計算結果というのは、単位面積当り年間暖房負荷熱量というＭＪで表

記しているスタンダードレベルで熱交換換気を行った場合、149.13ＭＪ／㎡に

なります。パッシブ換気の場合 161.95ＭＪ／㎡です。それを電力換算しますと

熱交換換気は 41.4kWh／㎡で、パッシブ換気が 45 kWh／㎡ということになりま

す。これに先ほどの換気動力の暖房負荷加算分を足しあわせますと、熱交換換

気を行って換気の動力を暖房負荷として評価すると、51.9 kWh／㎡になる。パ

ッシブ換気の場合は、若干それより少ない 48.5 kWh／㎡ということで、だいた

いこの様なレベルになってまいります。とういうことで、パッシブ換気は、動

力を熱交換換気ほど使わないということと、デマンド対応ということで 0.35

回程度の換気で、年間抑えられるということがございますので、同等のエネル

ギー消費になるというふうな形になっております。 

      それから確認になりますが、トップランナーのほうを見ていただきますと、

先ほどの単位面積当り年間暖房負荷の熱量で、熱交換換気を行った場合が

41.91ＭＪ／㎡で、電力換算いたしますと 11.6 kWh／㎡になります。これをボ

イラ効率 80％程度ですので、80％で割返しますと 14.5 kWh／㎡のエネルギー消

費になります。現状で今川委員の方で、掴まれている値とだいたい良い値にな

るかと思います。これは日射を正当に評価するということによって、こうなっ

ていると思います。 

      今回のテーマとして、ランニングコストでどれくらいの回収年数になるかと

いうところを見ております。それが下の 4行になります。評価は、灯油の消費
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量を出しております。平成 11年基準でみますと、年間暖房灯油消費量が 1,218

ℓ程度になりますので、これに現状の灯油の価格 75円を掛け合わせますと、

91,000円になります。北方型住宅ＥＣＯで、だいたいイニシャルコストが 100

万くらい増えます。その場合の削減額は、71,000円程度になりまして、回収年

数としては 50年くらいになりますが、灯油の価格が今上がってきておりますが、

将来的にはもっと上がるかも分かりませんが、仮に 2倍の 150円になった場合

で見ますと、投資の回収年数としては 25年程度になる。スタンダードレベルは、

現状の価格でいくと、回収年数は 78年くらいになるんですけれど、150円、倍

になりますと 39年程度です。ハイレベルはちょっとグレードが、かなり上がっ

てくるんですけれども、現状でいきますと 93年、灯油価格が倍になりますと

46年。トップランナーはちょっと少なくなって現状で 92.8年で、150円になる

と 46年ということになります。将来的には価格は上昇する傾向ですので、回収

年数としては短くなっていくと考えられます。 

      次に 6ページを見ていただきたいと思いますけれど、断熱改修素案について、

同様に計算しております。換気の考え方、それから実質の熱交換効率も 10％下

げる。それから日射の遮蔽係数も 0.806から 0.523に変更しております。計算

結果の傾向は、新築素案と同様ですので、これについては、後程見ていただけ

ればと思います。 

      続きまして 7ページで、自立住宅レベルのエネルギー自立化の検討です。日

射の遮蔽係数を変えておりますので、暖房負荷がちょっと増えております。自

立化できるかどうかというところをポイントに検討を行っております。太陽光

発電は、4.5ｋＷから 6ｋＷまで 0.5ｋＷ刻みです。現状の太陽光発電の単位発

電能力当りの年間発電量が、札幌市さんの学校等の実績がｋＷ当り 1,100ｋＷ

ｈ発電できるということで算出しております。それから将来の発電効率の向上

をどう見るかっていうのがございまして、それが資料の 4ページを見ていただ

きたいのですが、4ページでＮＥＤＯさんの方から太陽光発電ロードマップと

いうのが作られております。現状 2010年で結晶シリコンが、モジュールでだい

たい 16％の効率が、2025年にはモジュールで 25％まで上げるというロードマ

ップが描かれております。現状から 9％くらい向上するということで、設定を

してもいいのではないかということです。もう 1度 7ページに戻っていただき

まして、そういうことで、将来の発電効率の上昇を 9％として、年間発電量を

（5）で求めております。それから一般電力量（照明・コンセント・動力）に関

して、現状でだいたい 4,000ｋＷｈくらい使われているんですけれども、LED

の照明とか省エネ家電とかが進みますと、もっとかなり電力量の削減が予想さ

れますが、ここでは前は 5％だったのですが、10％程度は仮定していいんじゃ

ないかということで、3,600ｋＷｈで出しております。それから給湯に関しては、

灯油の消費量が約 3人で 550ℓくらいというのがありますので、これをヒートポ

ンプで行った場合に、ヒートポンプの成績係数を一応 2.5に将来的にはなるだ

ろうということでいきますと（16）で 1,077ｋＷｈくらいになる。一般電力と
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給湯用電力を差し引いた分が、暖房にまわせる分ということで（18）になりま

す。ここでは年間成績係数を、暖房の場合も給湯と同じ 2.5としていたんです

が、今日お配りした差し替えの 1枚ものをちょっと見てください。ここで、暖

房用のヒートポンプは現状でも、給湯用のヒートポンプよりも高い効率が出て

おりますので、暖房の効率の場合、年間の成績係数を 3というふうに、更に向

上すると想定いたしますと、年間暖房負荷としては、平米当り（21）ですが、

31.4ｋＷｈくらいの暖房負荷までは、対応できるんじゃないかということで、

ハイレベルくらいはぎりぎりカバーできるような暖房負荷ということで、実際

には一般の電力量とかが、更に削減されると思われますので、ハイレベル程度

の住宅であれば、自立化は可能だというふうに考えられます。 

      最後になりますが、８ページ、その 1枚ものの裏側を見ていただきたいので

すが、冷房負荷に関しても検討する必要があるんじゃないかということで、そ

の場合日射遮蔽というものが大きな要素になるということで、スタンダードレ

ベルに対しまして、庇を付けたときの効果を算出いたしました。設定条件とし

ては、北海道の場合は全館冷房ということは考えられませんので、居間と台所

を冷房し、室温は 28℃と設定いたしました。庇無しの場合、それから 30ｃｍ、

60ｃｍ、90ｃｍの庇長さについて計算を行っております。計算結果はこの表に

ありますように、冷房負荷で見ますと庇を 30ｃｍ出した場合で、だいたい冷房

負荷が 2割くらい削減する。60ｃｍにしますと 30％強、90ｃｍにすると 4割弱

というふうな冷房負荷の削減効果になります。ただ庇を付けることによって、

暖房開始時とか中間期とか、それから暖房の終わりの時期とかの日射が遮られ

ますので、暖房負荷としては、年間 4％から 6％くらい増えてしまうということ

になります。固定のものであればそういう形になります。どんな形で提案する

かどうかというのが課題になるかと思います。以上通しでご説明しましたが、

前回の課題等を踏まえて計算をし直しております。以上です。 

 

繪内座長  ありがとうございました。それでは色々と修正とかを加えた部分について、

順を追って検討していきたいと思います。一番最初、高断熱化をしたときのシ

ミュレーション結果は、かなり暖房負荷が小さくなって出てきました。今川委

員のほうからすこし少なくなり過ぎてはいないか、福島さんのほうからも多少

の疑念が出た部分もありました。今回、透過率を少し修正したことで、年間暖

房負荷は、常識的というのか、そういうところに落ち着いたということになり

ました。ここら辺のところは今川先生よろしいですか。 

 

今川委員  はい。 

 

繪内座長  福島さんもよろしいですね。 

 

福島委員  はい。 
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繪内座長  はい、その次には断熱を良くすると、夏の問題が出てくるだろうと、斉藤先

生のほうから、やはり年間を通しての検討をしたらどうかというようなお話が

ありました。北海道住宅は、あまり日よけというのをしてないのが現状です。

雪が降りますので、冬の庇の位置をどうするかも含めて、まだ建築計画的にも

確たる方向性が見えていないところもあります。しかし、検討を必要とするも

1つでもあるということで、庇と冷房負荷に係った問題も検討してもらいまし

た。最終的に、なしの場合から 300、600、900という張り出しを、窓の上に設

けた検討をしてもらいました。一番最後の 900のところの試算結果を見せてい

ただいたのですが、これを見ると、必ずしも庇を付けなくても OKという傾向に

なっています。ただこれは真南に向いている試算ですので、ちょっと西に振れ

たときにどうなるかなとか、あとで再検討する部分も個々のケースであるかも

しれません。しかし、検討したのは大事なことで、これを見ている限り、まだ

我々のところでは暖房負荷の方が非常に大きいし、冷房負荷を考えたときには

本州のように、是非とも必要だという条件でないようです。これについては外

気冷房、夜間換気を含めてどうするか、いろんな対応もありますので、それほ

どナーバスに考える必要はなさそうだという感じは受けました。この辺いかが

ですか。よろしいですか。 

 

斉藤委員  計算結果は、ご紹介いただいたような内容になるのだろうと思いましたので、

結果について異論はありません。ただ、この結果だけで判断すれば、夏対応は

不要になってしまいますので、たとえば、夏は日射が遮られて、冬は日射を入

れられるような建築的なシステムを提案できないかと思います。物理的には無

理ですけど、縦方向ならば例えば稼動式のブラインドです。 

夏は樹木も含めてきちんと日射遮蔽がされて、冬、あるいは中間季は、積極

的に日射を入れる条件でシミュレーションをやっていただくと良いかもしれま

せん。そうすると、夏、冬、中間季すべてに対応し、エネルギー使用量そのも

のも提示いただいた値よりさらに減っていくことになるかと思います。 

さらに前回も議論になりましたが、夏の快適性に影響を与える点は外せない

でしょうか。やはり日射を遮蔽することで、夏はかなりの「涼しさ」が体感と

して得られるように思います。 

 

繪内座長  それを強制的に、箇条書風にして付け加えるか、あるいは努力項目にするか、

どういう形式がいいか分かりませんけれど、ただ、札幌というのか北海道では

あまり風俗になっていないですが、京都では、葦簾を窓前に下げて完全に日

射を遮蔽するとともに、風は入れる、そういう工夫をしていますよね。そう

いう住まい手の工夫も、高断熱住宅では必要になるのだ、というようにこれ

からの我々の生活改善というものもあり得るのかもしれません。当面の、計
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算で出てくる分についての夏対応は、これでだいたいよろしいですか。 

 

斉藤委員  結構です。 

 

繪内座長  今の話題に OKをいただけると、藤原さんのほうに注文した、いろんな再検討

項目が、だいたい全般に渡って出たことになります。福島さん、ちょっと気に

なったのは、ヒートポンプの成績係数 2.5を 3にすると言う風に、一番最後に

資料として計算結果が出ていますが、この辺の数字はこれでよろしいですか。

どんどん良くなっていく、そういうことも念頭においての計算結果ですが。 

 

福島委員  空気熱源がなくなっていくとか、そういうことですよね。別にあながち無理

な数字ではない。 

 

繪内座長  そうですか。 

 

福島委員  いいところは皆参考にしますので、・・・。 

 

繪内座長  僕自身はヒートポンプを使うなら、ＣＯＰが 3程度にいかないと、何か釈然

としない点もあって。 

 

福島委員  ありますよね。 

 

繪内座長  そういう面では、むしろこういう数字を使っている方が、後々の対応が上手

くいくのかもしれません。一応、ハイレベルの段階で、31.4という数字が出て

ますから、ある程度のエネルギー自立化の見通しもたった計算になったかと思

います。シミュレーション結果の見直しについてはよろしいでしょうか。 

 

斉藤委員  ここに出ているＣＯＰの値ですが、「ハイレベルの断熱性であれば、空気熱源

式のヒートポンプで 3.0ぐらいは行きます」ということですよね。確認ですが。 

 

繪内座長  空気熱源でも、ですね。 

 

斉藤委員  空気熱源でも。 

 

繪内座長  空気熱源以外だったら、だいたいそれは。 

 

斉藤委員  もうちょっと上がりますよね。 

 

繪内座長  はい。今は 2とかの辺なんでしょうけれど、これはそういう技術進歩も念頭
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においたうえでのお話です。繰り返しますけど、31.4ということになれば、屋

根にいろんな物を乗せたときに、いわゆるエネルギーの自立化は、見通しとし

てたてそうだと、ということです。 

 

斉藤委員  はい。了解しました。 

 

繪内座長  よろしいでしょうか。それでは、次の議題に移ります。次のこれが今日の一

番大事なメインになります。札幌版次世代基準の普及に向けた検討に入ります。 

      まず、札幌市の考え方としては、法的な課題等の整理、そういうような話題

も前に出たかと思います。それから札幌市温暖化対策ビジョンで目指す省エネ

住宅の普及、それから普及促進策、どういうやり方でこういう高性能の住宅を

増やしていくかと、いうことについて事務局よりご説明をお願いいたします。 

 

釣部課長  建築指導部建築確認課長、釣部と申します。どうぞよろしくお願いします。

座って説明させてもらいます。 

      資料 3のほうをご覧いただきたいと思います。そこの一番上に図面がありま

すけども、札幌市の独自の取扱になりますけども、そこにあります通り面積の

測り方ですけれども、躯体の外側に断熱材を設置する場合で、その厚さが 100

㎜を超える場合には、その断熱材の芯で建築面積を算定するということになり

ます。床面積は躯体の芯。この場合ハイレベルで、ネオマが 200㎜ということ

になりますので、これとトップランナーのケースで建築面積が不利側に働くと

いうことになります。この場合でプロトタイプ 126㎡を基にしておりますので、

それから逆算しますと建蔽率を 40％に設定しますと、新築での必要な敷地面積

ですけれども、ハイレベルでは 170㎡です。トップランナーではもっと壁が増

えてきますので 178㎡、180㎡を切るくらいの敷地であれば大丈夫だというこ

とになります。札幌市の開発行為におけます指導要綱がありますけれども、宅

地の最低面積については、165㎡というふうにされております。それと現実的

に開発行為の実態ですけれども、平均の敷地面積ですけれども、これまで 200

㎡から 220㎡前後で毎年推移しております。あまり小さな敷地はございません。

それともう 1点 61年の都市計画の見直しで、都心から概ね 8km圏内にある既成

市街地、いわゆる狭小宅地が多い地域だと思いますけれども、この地域の第 1

種低層住居専用地域におきましては、建蔽率をこれまでの 40％から 50％に見直

しております。それが 61年です。それ以外の郊外の部分、今建蔽率 40％でご

ざいますけども、新しい開発地につきましては、ほとんど地区計画という制度

が別に適用されておりまして、その地区計画で敷地の最低面積を決めておりま

す。これは最小でも 180㎡というふうに決めております。これらのことなどか

ら建築面積の算定方法、外側にふけるということで、ダメージを受けるような

ものは、さほどないのではないかというふうに考えているところです。 

      今、新築のケースをお話しましたけれども、改修のケースです。改修の場合
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も議論の中でも、元々今ある建物も残存年数、それを考えると改修でハイレベ

ルまでもっていくのが、どれ程あるんだろうねというお話もありました。実態

として、もうすでに建っているものについては、逆に建築面積より外壁後退の

ほうが効いてくるんじゃないかというふうに想定されます。このことから、今

の時点で詳細検討は、あまり必要ないのではないかなというふうに感じている

ところです。 

      次に外壁後退の話になるんですけれども、外壁後退の距離の規定につきまし

ては、用途地域が第 1種低層住居専用地域、それと第 2種低層住居専用地域に

つきまして、建築基準法のほうの規定にメニューがございまして、この場合は

1ｍか 1.5ｍで決めなさいと、選択しなさいと、これは都市計画で選択すること

になりますけれども、札幌市の場合は 1ｍのほうを選択しております。この距

離の算定ですけれども、建築面積を算定する場合は、先ほど言いましたとおり、

構造体のあるいは断熱の芯という話をしましたけれども、この外壁距離の 1ｍ

につきましては、あくまでも外壁の面、つらです。つらでその離れが取れてい

るかどうかということで決まりますので、新築の場合は当然壁が厚くなれば、

その分セットバックしなければなりませんので、これは当然問題は発生しませ

ん。敷地面積も先ほど言いましたように取れているわけです。効いてくるのは

やはり改修の場合です。元々建っているものをいろんな確認をみますけれども、

隣地側あるいは道路側に躯体がありますので、これは当然ずらすわけにいきま

せん。多くの確認は一般的には、庭を多く取りたいですとか、あるいは今車 2

台が普通の状況になっているとか、あるいは別に物置を作りたいとかいうこと

がございまして、北側斜線に引っかからないように、庭を多く取りたいという

プランが多く見受けられます。北側斜線に引っかからないように、2階はセッ

トバックしたとしても、1階部分は隣地ギリギリだと、あるいは北側斜線にか

からない分についても、隣地の離れを 1ｍギリギリに取ってくるという設計が、

数多く見られております。このような建物にありまして、ハイレベル以上のも

のにしようとすると、外壁の離れが確保できないというケースが出てくること

になります。建築基準法で、既存不適格という制度がございますけれども、外

壁後退も、既存不適格を使える制度はあることはあります。ただし、この既存

不適格を受けられるケースは、元々この規定がかかっていないときに建築され

ているものに限って、しかも修繕などの場合に限定されております。増築を一

緒に行う場合については、増築部分については外壁後退が引っかかってしまい

ます。この部分は緩和されないことになります。この 1ｍが邪魔になるという

ことで、1ｍの扱いを変えようとしますと、都市計画で決められているものです

から、都市計画で変更するということになります。しかもその場合も 1ｍか 1.5

ｍというメニューしかございませんので、言ってみれば 1ｍを廃止するという

ことになります。これしかありません。そうすると市内全 1種低層、全て撤廃

することになりますので、これは現実的には難しいのではないかなというふう

に考えております。従って既存で離れがとれていないものにつきましては、や
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はり断熱材を内側に設けることになるのではないかなと思います。この場合で

すけれども、内法の居住面積が減少することになりますけれども、今少子高齢

化というものがどんどん進んでおりまして、むしろ減築ということが言われて

おります。減築によってエネルギー消費を抑えるという傾向があります。減築

で固定資産税を抑えるといった傾向も出てきておりますので、それらのものと

も整合するのかなと思っています。 

      最後にシックハウスの部分なんですけれども、平成 18年の法改正で機械換気

設備によって、常時 0.5回以上の、パー時ですね、換気を確保するということ

が法に決められておりますので、その辺を申しあげ、すべての説明を終わらせ

ていただきたいと思います。 

 

繪内座長  ありがとうございました。今のご説明は資料 3についてですが、ここで資料

ごとにやっていきますか、それとも全体やってから皆さんで議論しましょうか。

どうしましょう。 

 

大場課長  資料ごとにお願いします。 

 

繪内座長  それでは、資料ごとでというお話でしたから、この資料 3に基づいて少しお

話をいただければと思います。この法令制限について新築に係るところは、付

加断熱した分だけ隣地から後退すればいいわけで、新築についてはほとんど問

題がないと思います。問題になるのは、今の既存の市街地に建てられている住

宅を改修した場合だと思います。今の説明によれば、都市計画では、1ｍを変え

るわけにはいかないということです。どれだけ厚くするかについての制限は、

ケースバイケースでしょうけれど、結構難しい面があるというお話でした。委

員の先生方のほうから何か質問、あるいは意見がありましたらどうぞ。 

 

福島委員  基本的にやるときの技術的な話なんで、今の目標水準の設定と関係ないので、

それくらいでいいんじゃないかと思うんですけど。 

 

繪内座長  ここは、そういうことでよろしいですか。 

 

福島委員  固定資産税をみるときっていうのは、延床面積なんですか。 

 

釣部課長  そうです。延床面積です。 

 

福島委員  減築の話がちょっと出たんですけれど、減築したときに固定資産税って安く

なるもんなんですか。関係ないですけれど。面積小さくしたら安くしてくださ

いって申請すればいんですか。 
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釣部課長  面積少なくなれば、床面積で算定されますので。 

 

福島委員  そうすると、それは税務署に行けばいいんですか。 

 

釣部課長  区の税務事務所が行いますので。 

 

福島委員  そうなんですか。分かりました。興味があって。 

 

繪内座長  この辺のところは、私が座長を引き受ける前に、市のほうに話題として出し

ました。やはり積極的に何かしようとしたときに、外側に付加断熱ができない。

それをそのまま放置しながら、断熱材を厚くして改修できないかというような

議論はできないんじゃないかっていうことで、少し検討してもらったところが

あります。今この委員会が、性能をうんぬんするについて議論する場であると

割り切ってしまえば、これはこれでいいのかもしれません。ただ、改修した建

物が、例えばそれが高齢者の場合とするならば、一代限りか、非常に利便性の

いいところだから、その古い建物を改修し、本人は都心に出て、その建物を新

しい世代に受け継いでもらうのか、その辺のものの考え方でずいぶん違うと思

います。僕がカナダで在外研究していた時代の共同研究者とか知り合いが、何

年か後に会うと、丁度僕と同じくらいの歳になっていて、全部改修が済んでい

るんです。何を目的に改修したかというと高く売るためだって言うんです。自

分は改修して、高く売って都心に移る。要するに車のない領域で生活可能なと

ころに移るという話があったわけです。札幌市も北米を追従すべしというわけ

ではないですが、何かしら一つの方向性があるならば、どのくらいで改修のレ

ベルも含めて財産として見るのか、いわゆる社会資産としてみるのかが問われ

ているような気がしてたものですから、それで検討してもらった訳です。ただ、

減築は初めて話題として出てきました。それもありかなと思うんですけれども、

やはり内側に断熱を付加するのは、福島さん、やさしい、難しい。 

 

福島委員  でもやっている方はいらっしゃいますよ。 

 

繪内座長  そうですか。 

 

福島委員  ある程度内側に防湿がきちんとされてて成り立っていれば、内側にやるのは

安全側です。 

 

繪内座長  さらに断熱を手当てしてやれば。 

 

福島委員  防湿がちゃんとなっていれば、ある程度断熱をしたところで、何の問題もな

いです。 
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繪内座長  そうですか。では資料 3についての議論はこれでよろしいでしょうか。次に

資料 4に移ります。事務局のほうでよろしくお願いいたします。 

 

大平課長  環境局の環境産業推進課長の大平です。よろしくお願いします。 

      それでは私のほうから、資料 4に基づきまして説明させていただきます。中

長期視点で温暖化対策から見た、省エネ住宅についての考え方です。第 1回の

会議におきましても、ビジョンとそれから住宅基準の考え方については、概略

説明させていただいていますので、今回は住宅に関していろいろ算出していま

す前提条件、想定についての細かな説明と、さらに中長期視点も交えながら環

境局としての考え方についてご説明させていただきます。 

      資料の左側をご覧ください。中期視点での現在策定中の温暖化対策推進ビジ

ョンにおける住宅基準の考え方ということで、住宅に関しましては、北国基準

の省エネルギー住宅の普及を目指し、温室効果ガスの削減量は約 29万ｔを想定

しております。この削減量の考え方ですけれども、2つありまして、まずは札

幌市版の住宅基準、現在検討中の基準を策定いただき、2020年に建てられる戸

建住宅の 100％が本基準を満たすということを想定しています。それと合わせ

て住宅のおよそ 3割が、Ｈ11の国の次世代基準を達成しているという想定のも

とで、29万ｔの削減量を算定しております。具体的にはその下にもう少し細か

く書いていますけれども、ビジョンのなかではまず 2015年までに、今検討中の

住宅基準が策定され、2020年には新築戸建住宅の 100％が、この基準を満たす

ということを想定しています。星印がついていますので数行下を見ていただき

たいのですが、ビジョンにおいて、その新基準はＱ値を 1.3ということで想定

をしております。また集合住宅につきましても、住宅性能の向上が図られると

して、戸建集合住宅の合計で 28.9万ｔ、約 29万ｔのＣＯ２削減を見込んでい

ます。 

      下にグラフが 4つほどありますけれど、上の２つをご覧いただきたいと思い

ます。戸建住宅にはいろいろな基準がありますけれども、それぞれの普及の見

込みを示しております。左側につきましては、新築住宅のそれぞれの基準、シ

ェアを想定しておりまして、2015年からの普及ということを想定しております

ので、15年から丸印の赤い線になりますけれども、新たな基準Ｑ値 1.3相当の

ものが 20％ずつ 5年をかけて普及します。その分Ｈ4あるいはＨ11基準、これ

はＱ値 1.6から 1.8としてありますけれども、それらのシェアがどんどん減っ

ていって、2020年にはそれらの住宅は建たないという想定をしております。結

果として、その右側にストック数のグラフを示しました。これは戸建住宅を表

していますけれど、総住宅戸数が 1番上の紫色の線になります。28万戸くらい

になると思います。そのうち、今回ターゲットにしている札幌基準、1番下の

丸印の線グラフになりますけれども、徐々にですが普及していきまして、2020

年時点で、これでいくと 6.3％程度予定をしております。その他Ｈ11、Ｈ4従来
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型については、新築数は減っていきますけれども、シェアとしては依然として

多く、思ったほど札幌基準の住宅が多くなりません。こうしたことで計算いた

しまして、28万ｔという数値が出ております。 

      ただ現実には、現在基準を検討しておりますので、もう少し早く札幌基準の

住宅が普及するだろうということで、その下にシミュレーションをしておりま

す。シミュレーションの想定といたしましては、2012年度から今の基準が普及

しだし、それからＱ値も 1.3これはベーシックレベルですけれども、それと 1.0

のスタンダードレベルも設定をしております。グラフは単純に、2012年から

徐々に札幌の新しい基準のもの、Ｑ値 1.3もしくは 1.0が、9年ぐらいかけて

11％ずつ普及し、それに合わせてＨ4、Ｈ11の基準も徐々に新築の割合が減っ

ていくということで、結果的にストックが右のようなグラフになりまして、数

値でいいますと、Ｑ値 1.3ベーシックレベルですと、29.7万ｔということで、

29万ｔよりわずかに増えるということになります。Ｑ値を 1.0スタンダードレ

ベルで想定いたしますと、32.9万ｔということで、これについては少し想定よ

りは多めの削減になるのではないかというふうに考えています。 

      右側のページの上の表は、各基準で想定をしたエネルギー消費量やＣＯ２排

出量を一覧にしたものです。Ｈ4の前の従来基準、Ｈ4以降、Ｈ4、Ｈ11それか

らＱ値が 2種類 1.3と 1.0、それぞれの基準につきまして、年間の灯油消費量

とそれに排出係数をかけて算出したＣＯ２量を示しました。集合住宅につきま

しては、都市ガス換算での年間の消費量、それに係るＣＯ２量ということで、

やはりガスのほうが排出係数が低いので、相対的には排出量は少なくなります。

当然Ｑ値が低くなるに従ってＣＯ２の排出も減っていきます。先ほどのＡ3の

表と比べて、若干数字に違うところはありますけれども、ほぼ同じような灯油

の消費量を想定しておりますので、この辺のずれはないように考えます。 

      以上が中期視点ですが、住宅の場合はやはり長く住むということでもありま

すし、それから温暖化については長期の目標も国、札幌市それぞれ考えており

ますので、長期視点についての考え方について整理をさせていただいています。

まず国の考え方ですけれども、環境省では地球温暖化に係る中長期ロードマッ

プ環境大臣試案、去年の 3月に策定していますが、この中で 2050年には、温室

効果ガス排出量 80％削減という高い目標を掲げております。そのためには、

2050年時点で全ての住宅・建築物をゼロエミッション住宅・建築物にすると示

しておりまして、札幌では自立住宅という言い方をしていますけれども、エネ

ルギーを損なわずに、中でやりくりするというようなことを想定しております。

一方、経済産業省では 2010年 6月に、エネルギー基本計画を策定しておりまし

て、その中で 2030年には、ゼロエミッション住宅が新築住宅の平均ということ

を示しています。また制度的な話ですけれども、低炭素社会に向けた住まいと、

住まい方推進会議の中で、2020年には、新築住宅の省エネ適合の義務化を行う

ということで、試案を昨年 11月にまとめています。ある程度制度、誘導策を絡

めながら住宅の省エネ化を図っているという考え方であります。 
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      札幌市の温暖化ビジョンでは、中期視点でしかシナリオ等は考えていません

が、長期についてもやはり国と同様に考えなければいけないということで、そ

の下に中長期両方合わせた考え方を示させていただいています。札幌市では、

国と同様に長期目標として 2050年に温室効果ガス排出量を 80％削減という目

標を立てております。このため、国が示すように将来的には、全ての住宅をゼ

ロエミッション住宅にするということを前提といたしますと、高気密、高断熱

の省エネ住宅を普及させることが非常に重要と思います。また太陽光発電をは

じめとしたエネルギーを作り出すということで、創エネ機器の普及も必要にな

ってくると考えております。そこで 2050年までにどの時点でどのレベルの住宅

を普及させていくかということの想定が必要になると思いまして、下にラフで

すけれども現時点が 2010年として、2050年に向けてのロードマップを示して

います。一番下のグリーンで塗っているところが札幌になりますが、現時点で

Ｑ値を設定いただき省エネ住宅基準を作り、2020年には、新築については全て

この基準を満足し、ストックについてもＨ11基準が 3割以上を目指す。これは

今回のビジョンの中で示している内容となります。また、その上は参考という

ことで、国では省エネ基準の義務化が進められています。その 10年後の 2030

年ですが、中期と長期の中間目標ということで、国でゼロエミッション住宅が

平均的という考え方もありますので、札幌市におきましても、少なくとも新築

については、ゼロエミッション住宅、自立住宅 100％を目指していきたいとい

うふうに考えております。2050年の長期目標につきましては、ストック全てに

ついて、できればゼロエミ住宅にしたいと考えておりまして、これはかなり高

い目標ではありますけれども、それぐらいの方向を少し念頭において、今回の

基準をご議論いただきたいというふうに考えております。説明については以上

です。よろしくお願いいたします。 

 

 

繪内座長  委員の皆様のほうからはご質問何かございませんか。 

 

斉藤委員  よろしいですか。ちょっと聞き漏らしたのかもしれないのですけれど、今、

ご説明いただいた左下のグラフのシミュレーションの結果は、改修分も想定さ

れているのでしょうか。 

 

大平課長  はい。改修分は多くは想定していませんが、だいたい千数百戸くらいは、リ

フォームということで。 

 

斉藤委員  従来型からアップ赤とか。 

 

大平課長  そうですね。一段階です。Ｈ4からＨ11など。 
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斉藤委員  一段階で、全体に与える影響はそれほど大きくないという理解でよろしいで

しょうか。 

 

大平課長  あまり大きくはなりません。ただ、リフォームの割合が上がっていけば、い

い数字になっていくと思います。 

 

斉藤委員  わかりました。もう１点、ストックが一定というのは、一応の想定なのでし

ょうけれど、札幌市のほうで何か根拠はあるのでしょうか。 

 

大平課長  これまでのトレンドを分析すると、今後増えるということは想定できません。 

 

斉藤委員  増えることはないと思うのですが。 

 

 

大平課長  減り方の予測も難しいので、現状維持ということで設定しています。 

 

斉藤委員  札幌市さんの持っているデータで、減っているという客観的なデータがある

わけじゃないのですね。 

 

大平課長  札幌市の人口はまだ増えている。世帯数も実は増えておりまして、そういっ

た意味では、横ばいで見るのも妥当かと思います。 

 

斉藤委員  わかりました。ありがとうございました。 

 

繪内座長  一応 10年間は横ばいでということのようです。このグラフについては 2010

年から 2020年までのレンジだから。今、我々が議論している技術も、この 10

年間くらいを念頭においております。30年それから 50年になってくると、も

うゼロエミが 100％っていうかたちになっちゃいますから、また次の段階なん

でしょう。よろしいでしょうか。これは福島さん、道のほうではどうなんです

か。やっぱりこういうようなロードマップと同じように考えて動いているんで

すか。 

 

福島委員  あまり変わらないんじゃないですか。 

 

繪内座長  はい。この中長期的な視点で、札幌市がどう取り組んでいきたいかというご

説明は、これで終わらせて、次に大事な資料 5に移りたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

 

大場課長  はい、資料 5につきましてご説明をさせていただきます。建築企画課長の大
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場でございます。ここに普及促進策となっておりますけれども、あくまでもこ

れは事務局案でございまして、まだ札幌市の内部でも調整がとれているという

ものではございませんので、その点を確認いただきたいと思います。また資料

の右方に未定稿となっております。これは削除していただければと思います。 

      まず 1つめ、札幌版次世代住宅基準でご議論いただいてますが、目指すレベ

ルというのを、どこに設定しようかということでございます。まず新築につい

てですが、2020年時点、先ほど中期目標のご説明がありましたけれども、これ

はベーシックレベルで達成可能ということですが、最低でもベーシックレベル

以上とする。あわせてせっかく今回いろいろご意見いただいて、こういったス

タンダードですとか、ハイレベルというのも出てきておりますので、そういっ

たものの普及も図ってまいりたいというふうに考えております。2030年までに

は、100％の住宅の新築をゼロエミッション住宅とするという目標もありますの

で、ハイレベル、トップランナーについても、これについては将来的に施工技

術の安定、進展ですとか、あるいは材料、施工価格の低下というものも見なが

ら普及を図ってまいりたい。ということで、その下に書いてありまずが、2020

年時点における割合、だいたい今の新築戸数は、札幌市で年間 4500戸ほど戸建

住宅についてはありますけども、そのうちの 6割くらいベーシックとしたい。

スタンダードにつきましては、だいたい 3割くらい。年間 1300戸。ハイレベル

とトップランナーは、今時点では難しいかと思いますけれども、これについて

もできるだけ積極的に普及を図っていって、1割くらい、450戸くらいの戸数を

目標としてはどうかというのも、今回議論のたたき台として考えております。 

      また改修についてですけども、改修というのはストックが非常に膨大だとい

うことと、先ほど住宅資産価値を高めて売って、本人は都心に移るというよう

な話もありましたけれども、やはりおおかたは、現在そこで終の棲家として住

んでいるという方もいらっしゃるという現実も考えて、費用対効果ということ

も考慮しなければならないので、まずは現状から 1ランクあるいは 2ランクア

ップというレベルとして、だいたいベーシックレベルあたりを標準として、可

能であればスタンダードレベルを目指した普及を図ってまいりたいというふう

に考えております。先ほど説明がありましたように、法的な制限を受ける場合

もありますので、その場合は内断熱も考慮するということになります。 

      目標が設定できましても、それを普及させるためには、もう一つ性能表示制

度というものが必要になってくると考えております。今までのご議論を整理さ

せていただいたのが、下の表になりますけれども、ラベリングのメリットとし

まして、まず戸建については、住まい手側としては、まず住宅性能の信頼性と

いう効果が見込めます。具体的には、資産価値あるいは省エネ意識の向上、そ

ういったこともあると思います。またつくり手につきましては、施工技術の信

頼性が評価されてくることで、これが施工者にとっては、適切なコスト請求に

つながっていくというふうに考えております。また賃貸住宅につきましては、

貸し手側にとっては、やはり住宅性能の信頼性ということで、賃貸付加価値の
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向上ということにつながってきます。また借り手につきましては、入居時の安

心感ということで、具体的には防音ですとか、暖房消費量の把握とうことにつ

ながるということになります。 

      これがラベリングのメリットとして考えられるということで、次のページも

ラベリングの方向性といたしまして、まずは市民の視点ということで、これに

ついては分かりやすく比較が容易なものというものを目指してまいりたいと思

います。また作り手側の視点ですけれども、これにつきましてはやはり住宅と

いう商品の価値の向上を目指したいということで、市の今の内々の検討の中で

は 2011年度に、これらの制度設計を検討して、できれば 2012年に制度を開始

したいというふうに考えております。 

      次にラベリングの表示内容ですけども、これはいろいろ先ほど分かりやすく

ということもありますので、まずは主に議論いただいています熱損失係数Ｑ値

を表示するのがいいんじゃないかと、あるいは暖房負荷、150となっています

が、スタンダードで 40ｋＷくらいですので、あるいは暖房、それから給湯、換

気も含めた全エネルギー負荷っていうのがいいのか、年間灯油使用量というの

もあると思いますけれども、現在オール電化住宅がかなり普及してきておりま

すし、また灯油の使用量について同じＱ値であっても、かなりバラツキが多い

ということもありますので、これはちょっと考えにくいかなというふうには考

えておりますが、そういったものが考えられます。 

      それからラベリングの活用ですけれども、これはこれを活用していくことに

よって、先ほどの温暖化ビジョンの目標を達成していくですとか、住宅として

は良好なストックを形成してということにつながりますので、これについては

戸建住宅に加えまして、木造の賃貸住宅についても検討していきたいと考えて

おります。新築住宅については、できればですけどもラベリングの義務化を考

えていきたいと、また既存住宅については、こちらは全部義務化というふうに

いかないと思いますので、これは任意でですけれども、希望により改修等おこ

なった際に、ラベリングを付与するということを考えております。これらラベ

リングによって、資産価値の向上ですとか、住宅市場の活性化を図ってまいり

たいと、先ほどちょっと説明が抜けましたけれども、スタンダードレベルって

いう表示と、それから今星で、５つ星ですけども表示をしたいというふうに考

えております。 

      ラベリングの事例をちょっと調べてみましたが、まず参考資料 1ですけれど

も、これは国のほうの表示です。ただここでは、まず第三者評価、これは登録

機関による評価というものと、自己評価、建て主自らが評価するというものが

ございまして、総合、要は先ほどの給湯機ですとか、空調換気も含めた総合評

価と、あと断熱性能の評価というので緑と青というふうに分かれてまして、あ

くまでもこれ平成 11年の基準だと思いますけれども、その基準に適合している

か、適合していないかという表現に留まっております。 

      参考資料 2のほうですけれども、建材の部材ごとに表示制度があります。こ
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れは経済産業省のほうでございます。窓ですとかガラス、サッシについてもあ

りますけれども、それぞれ４つ星をとっていただくとＵ値が 2.33ですとか、ガ

ラスでＵ値 2.33、サッシについても木製、プラスチック製ということで、北海

道で使われている建材については、全て４つ星に該当しますので、これは比較

の対象にならないかなと考えております。 

      それから最後ですけれど、参考資料 3ということで、これは今川さんから資

料提供いただいておりますけれども、ドイツのエネルギーパスというものがご

ざいます。これは住宅用ですけれども、表の 1番上の緑とそれから赤にグラデ

ーションになっているグラフがありまして、上の方の数値 16.6ｋＷと書いてあ

りますが、それが住宅のエネルギー使用量、暖房に関するエネルギー使用量、

それと下の方は、暖房、温水、給湯も入っています。下の方は一次エネルギー

の使用量ということで、発電所から住宅に来るまでのエネルギーの輸送エネル

ギー量がいくらになっているか表示、あと右方のほうには、ＣＯ２-Ｅｍｉｓｓ

ｉｏｎｅｎとありますが、11.3㎏ということでＣＯ２排出量も表示されており

ます。中ほど下のグラデーションのグラフがまたありますが、エネルギー使用

量の比較ということで、ゼロエネルギーハウスから、右側の省エネリフォーム

無しということで、ドイツのほうでは 1番下に書いてありますが、9ランクに

分けてＡランクからＩランク、最も良いから最も悪いということで、年間 15ｋ

Ｗｈ/㎡から 400ｋＷｈ/㎡までを一目で分かるように表示をして、これを全て

の住宅に義務付けをしてるというふうに聞いております。当然住宅市場にもか

なり影響を与えていまして、住宅を売買する際にはこういったものがないと、

性能が高くないと買い手がつかないという状況になっているという話も聞いて

おります。説明は以上でございます。 

 

繪内座長  はい、ありがとうございました。それではこの資料 5につきまして、皆さん

のご意見いただきたいと思います。今までなかなかご発言いただく機会がなか

ったんですけど、岡本さんほうから、この辺のラベリングと方向性について、

もしご意見があれば。 

 

岡本委員  資料 5、資料 4とも関連していると思いますが、先程、斉藤委員から、住宅

のストックが一定で良いかといったご確認があり、札幌の人口は増えているか

ら良いといった説明があったと思います。札幌の人口は、確かに増加してはお

りますが、自然増はマイナスですし、男女でみれば、2008年には男性は社会増

もマイナスになっており、女性の社会増、市外から若い女性が集まっていると

か、女性の長生きで人口が増えているというのが実態なので、単純に人口が増

えているということだけで見るのは、ちょっと楽観的すぎかなという印象です。 

 住宅支援施策として、第 1回会議のときに補助制度の説明など事務局から伺

いましたが、それ自体はすごく充実していて良いとは思います。ただ、エコポ

イントと比べると、利用状況は少ないという説明で、あまり利用されていない
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とすればそこは改善する余地があり、そういった施策を組み合わせないと、住

宅ストック一定という水準にはいかないのではということだと思うのです。 

 人口の話について、今 30代の人、団塊ジュニア世代などと呼ばれております

が、その人達が住宅一次取得の世代と期待されます。私共の銀行職員の藻谷浩

介が著書「デフレの正体」で見たように、札幌の人口の年代別の推移を見ます

と、昭和 55年頃、団塊の世代が 30代の前半くらいで、この人達が家を作り住

宅のストックが増えましたが、その団塊世代もすでに 60代にさしかかっていま

す。団塊ジュニア世代以降、30代人口、住宅の一次取得世代は今後ずっと減少

していきます。住宅を取得する人口も減っていくというような前提になる。20

年後には更に状況は悪くなり、高齢者が増加していくことになってしまいます。

65歳以上の人が増えている状況で、こういう人達が所有する住宅の改築・リフ

ォームを考える中で、資金面もあり、その先、長生きしていきますから、果た

して十分な改修を実施してもらえるかどうか。恐らくは子供が家を出て間取り

を変えたり、バリアフリー化などの改修の実施に加えて、断熱材を厚くすると

いった高断熱などの改修を、どこまで実施していただけるかを考えると、施策

的な支援というものも必要だと思います。 

弊行でまとめたレポートによりますと、札幌の人口は、190万人超ですが、

生産年齢人口は札幌市でもすでに減っており、高齢化も進んでいる。道内から

札幌に人が集まってきていて、道内における札幌市人口の割合も高まっていま

す。札幌市の中でみても、マンションなどが多い中央区の人口が増えている一

方で、住宅街である南区はかなり減っているというような状況になっており、

都心部の人気は更に高まって、人口が増えてきている。札幌駅周辺の中心部の

人口がなぜ増えているかというと、30代人口、最初に家を買ってくださるよう

な世代の人口は札幌では増えておりますが、その人達はどこに住んでいるかと

いうと、貸家の方に住んでいるようで、貸家の供給は、一時ファンドが資金を

出すなどもあってマンション供給が増え、特に中心部のマンションが増えてい

る。貸家の新築住宅着工戸数と一戸当りの面積でみますと、2005、6年頃ファ

ンドからお金が入ってきて貸家の供給が増えたものの、一戸当りの面積は小さ

くなっております。要するに貸家の狭いところに住んでいる。都心部で、そう

いう実態があります。札幌の場合は福岡と比較しても、鉄道沿線が少ないので

すが、冬に雪が降るということもあって、駅に近いところに人口が集中してき

ている。都心部にマンションがどんどんできて、人がどんどんそこに集まって

しまっている。このような感じです。 

施策のあり方で、弊行のレポートの中では、狭い住宅を規制するとか、ファ

ミリー層向けに思い切った支援をするとかなどが必要ではないかと指摘してお

ります。今後 10年間住宅ストックを維持するっていう前提も、それなりの施策

を検討しないと住宅取得環境はあまり良くないので厳しいかなと、そういう印

象を持っています。 

 改修について、エコポイントと住宅エコリフォーム補助制度というのを比較
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して、エコポイントの方は窓 1枚でも使えるから利用しやすいためではないか

という説明でしたが、制度としてはより利用していただく方が良い訳で、リフ

ォームで今回みたいなハイレベル、トップランナー推進の支援策を用意しても、

それだけの改修をして果たしてそれから更に 20年間以上そこを使うかどうか

というのもございますし、住宅自体がおそらく木造ですと、20年くらい経って

しまうと、たぶん価値無しみたいに言われるところもあると思いますので、改

修ということを考えたときに、そういった支援の仕方だけで十分なのか、むし

ろエコポイントのような形で窓 1枚でも支援していく必要はないのだろうか。

例えば、今回基準を作って、その中でも窓についてもいろいろ性能なものを考

えておりますので、その中で高性能なものについては、エコポイントの深ぼり

をするような制度にする、より熱が逃げないような窓を作った場合には、少し

支援策を講じるとか、より利用しやすいような形での支援策っていうのが考え

られないかなと思います。 

ラベリングについては、資料に書いてある通りで良いと思いますが、私共の

銀行で環境格付融資を実施する際には基準を毎年見直しておりますので、何年

度のラベルということで、年度を書いたりしています。最新のものであれば

2011年度の基準とわかるような形にしています。 

それから 1回目の会議の中で、札幌の地価は高いので土地代に取られて住宅にお金が回ら

ないというような説明があったかと思いますが、地価についても、1番高かっ

た頃に比べれば、札幌の中心部の地価はかなり下がっていて、マンション供給

につながっている。一方、市内の住宅地、例えば、南区真駒内南町の例では、

すごい勢いで地価が下がっておりまして、公示地価を 20年と 22年で比較する

と 23％くらい、約 1/4くらい価値が落ちてしまうというような状況になってお

ります。 

 こういうような状況下でどういう施策を講じるか、住宅ストック数を維持す

るような前提を置くとすれば、ある程度突っ込んだ支援策というのも検討され

る必要があるのかなと思います。団塊ジュニア自体の 30代男性の年収は以前よ

り下がってきていて、年収が下がっている中で家を買わなければいけないとい

うこともあり、環境自体がすごく悪くなっていると思います。一方で、やっぱ

り家を持ちたいというように皆さんは思っておられるという調査結果もありま

す。そういった意味でも、施策をある程度講じていただければ、今団塊ジュニ

アの世代が戸建の住宅を取得していただくとか、そういった動きに結びつけら

れる可能性もあると思いますが、今後は生産年齢人口自体が減っていきますの

で、その中で住宅ストック数を維持するのはより難しくなるでしょう。貸家の

狭い所に住んでいればＣＯ２使わなくていいじゃないかという話もあるのかも

しれませんが、そうすると膨大な札幌市内の住宅ストック、これがそのままに

なってしまいかねず、なかなかＣＯ２の削減にはつながらないということもあ

りますので、その辺の施策の検討が必要かなとも思います。 

 私からは以上です。 
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繪内座長  はい、ありがとうございました。いろいろ熱的なレベルを工夫して、ＣＯ２

を減らそうとしても、その対象になる人口というのか、階層というのか、年代

というのか、そこがどういう推移にあるかということがイメージできないとダ

メだということは、今のご説明でよく分かりました。日本は非常に、この何年

かでドラスティックに変わる位置にある。今のデフレも人口減少というか、人

口構成の質的な変遷がベースになっているかもしれないという、そういう感じ

がしておりました。せっかくの機会です。岡本さんに何か、この資料でご質問

あれば。 

 

高橋委員  よろしいですか。先ほどの今年の札幌市民でお話が出ていた団塊の世代って、

ジュニアですか、いろんな雑誌なんか見ていると、かなりマンションの購買の

ターゲットになっているとよく出ていますけれども、やはりそれは趣向とする

とマンションなんでしょうか。先ほどお話あったんですけれど、いやいやそう

じゃなくて戸建なんだと。 

 

岡本委員  戸建とマンションというのは、それぞれニーズは違うと思います。アクセス

に便利、雪かきをしなくて良いなど札幌ではそういう面もあるでしょうし、あ

るいは、子育て、広い家で周りの音を気にせず生活できるというようなことも

あるでしょうから志向としては分かれているのではとは思います。 

 ここで、札幌市内で見ていただきたかったのは、取得ではなくて、貸家の狭

いマンションに住んでいるということで、その人達をうまく戸建取得の方にも

っていけるような施策というのが必要ではないかという点です。志向としては

どちらかという点まではよく分かりません。 

 

高橋委員  分かりました。 

 

岡本委員  ただ、実際に、住宅地の南区の人口が減っていったりすれば、小学校は今程

必要なくなる訳で、これだけ極端に高齢化が進めば、逆に老人施設とか、そう

いうものに転換していくという形も必要になってくるでしょう。そうなってく

ると、ますます郊外の住宅地などは子連れの方が住みにくくなるとか、そうい

った面はあると思う。今、都心部に人が集まっているのは、実は医療施設とか

福祉施設とか、そういったものも都心部に集まっていることがあります。弊行

のレポート本文は、私共のホームページから見られますので、見ていただけれ

ばわかると思います。医療施設などが都心部に集まってきているのが実態とし

てはあり、それに応じて、人も集まってきている面もあると思われます。戸建

かマンションかというよりは、住みやすさ住みにくさで、狭くても都心の方が

良いという選択。更に、将来の不安などといったこともあるのか戸建を取得せ

ず、都心部の貸家・マンションに住んでいる状況にあるのではということです。 
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繪内座長  それでは、これと関係がないわけじゃない話だと思いますが、ラベリングの

ことについて、少し皆さんのほうからお話をいただければと思います。我々は、

だいたい 5つに分けた水準を考えておりますので、スタンダードレベルならば

星 3つというような、そういう表示になるかと思います。それに対して星だけ

でいいのか、そのほかに熱損失係数、あるいは暖房負荷量も併記するほうがい

いのか、1番後ろにありますドイツのエネルギーパスなんかも念頭におきなが

ら、こういう方向はいかがなものか、というようなご意見があればお話いただ

ければと思います。今川さん、このドイツのエネルギーパスなんかを念頭にお

きながら、札幌市の場合はどういう方向性や表示内容にしたほうがいいという、

その辺のご意見があれば。 

 

今川委員  資料は提供したんですけど、エネルギーパスの詳しい内容はあまり分からな

いんですけど、ドイツの特色は要するに暖房と 1次エネルギーをのせていると

いうのがすごく特色があるということですね。そのほかに、改築した場合はど

うなるかとかいうものも実はのっていまして、これ 1枚ではないという。ただ、

ここまで詳しくしちゃうと、ちょっとまだ作業的にも大変ですし、ドイツもこ

ういうものを出すまでの段階をかなり踏んでいるはずなんで、ラベリング的に

は、私はこの案みたいなのでもいいのかなと。ただやっぱり前にも言いました

ように、数値をのせていただいて比べられるとか、判断できる状況がそこにあ

ればより良いのかなと、そのときにその数値が、正確性との問題がありますか

ら、そこら辺をどうするかというのは、ちょっとあるんですけれども、やはり

数値がないと怖いかなと。 

      それとラベリングはいいんですけれど、このステッカー程度ですと、例えば

何年かで劣化しちゃうんですよね。ステータスシンボルのはずなのに、なんか

こう汚いラベルが存在するというような感じがあって、ちょっと別なんですけ

ど、参考に持ってきたんですけど、実はこれスウェーデンの換気会社のレック

社のプレートなんですよね。レック社は、熱交換換気装置をステータスシンボ

ルにしようと、これを説明するのは会社の人が説明するので、大げさに言うん

でしょうけど、自分の家に玄関にこれがあると、すごくステータスだし、他と

比べになるんだよというようなことを言うんです。こういうものまで、どうか

というのがありますけれども、少なからずシールをべたっと貼る程度では、ち

ょっと頑張った割にはご褒美が少ない感じがする。ちょっとその辺も考える必

要があるのかなとは思いました。 

 

繪内座長  表示だけではなく、貼るプレート、それもそれ相当にそれなりの費用をかけ

たほうがいいという。 

 

今川委員  そうです。 
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繪内座長  そういう話ですね。 

 

今川委員  実は、これ市に言ったら失礼なんですけど、住宅の番地のあれが札幌市で頂

けるんですよ。ちょっとあれを両面テープをぺたっと貼る勇気がなくて、貼っ

てないんですよ。実は。郵便屋さんはすごく不便かなと思うんですけど、ちょ

っとそこら辺もないと、住所表示以上にこれは重みがありますので、ちょっと

そこら辺も検討いただければいいかなっていう気がしています。 

 

繪内座長  外に貼ると、紫外線劣化も含めて、いろいろ耐候性に係わった話もありま

す。次に斉藤さんにお聞きします。実は前回の議論の争点は、暖房負荷になっ

てくると、住まい手のほうが非常に敏感になってしまう。それから作る水準を

考えると、むしろ工務店なんかの責任ということならば、熱損失係数レベルで

いいんではないか。暖房負荷そのものは住まい手も、設定室温をどうするかに

よっても少し変動してきますし、そういう難しい面がある。そういう議論をし

ました。こういう星だけでいいのか、あるいはドイツのようにＣＯ２の排出量

を表示する。あなた方はこれだけ環境に負荷をかけているんですよ、と自覚さ

せようという教訓もあるのか分かりませんけれど、どこら辺までするのが妥当

なのかも含めて、少しお話いただけますか。 

 

斉藤委員  はい、そうですね。わたしは、住まい手の要求がどこにあるか？という具体

的な調査をしていないので、細かいことまではわかりませんが、市民講座など

でお話しをさせていただく機会があり、暖房や断熱の話をするときに、よく市

民の皆さんに聞かれることがあります。「結局のところ、実現する温度（室温を

想定している）が何℃ぐらいになるのでしょうか」とか「どのくらいの温度が

快適なのでしょうか。私の場合は○℃ぐらいなのですが。」という感じです。 

つまり一般の市民は「暖房負荷」と言われても専門家ではないので、わから

ないヒトが多いです。ＭＪだとかｋＷｈって言われてもピンとこないのです。

基本的に、市民は自分にとってリアリティのないことや、自分の生活に密着し

た問題でない限りその内容には興味がわかない、もてないのだろう思います。 

一般の住まい手が理解しやすい尺度は「温度」です。もちろん住宅の条件に

よって、季節や時間、住まい方によって室温は変わりますが、何か条件を定め

ることによって、「冬季の標準的な外気温のとき、あなたのお宅の居間なら最低

室温は何℃ぐらいまでは保証できる」と、これからは性能を温度で説明をする

必要があるのではないかと感じています。室温を保証すると、定められた室温

に達しない場合、当然クレームになりますので、この辺りの線引きをどうする

かが大事ですが、市民向けへの情報としては温度（室温）で示すのが 1番わか

りやすい。 

日本にはドイツのような「エネルギーパス」とか、わかりやすいビジュアル



 - 24 -

な基準があるわけじゃないのですが、ひとつの試みとして｢温度｣で性能を表現

できないかと考えています。現在の国のほうのラベリングも窓ですと、Ｕ値の

小さな表示と☆（星）の数ですよね。熱貫流率がありますけど、窓の角にラベ

ルを貼られても市民は何のことかよくわからない。国の基準はU値が2.33W/（㎡

K）で４つ星ですから。北海道からすれば断熱性がそれほど優れている製品では

ないのです。 

以上のようなことから考えると「温度表示」、「温度保証」というのは 1つチ

ャレンジになりますが、すぐに実現するのは無理にしても、段階的に整備して

いく視点が必要ではないかと考えています。 

 

繪内座長  日本の建築基準法には、室温保持に関った項目がありません。だいたいカナ

ダもフィンランドも、ハウジングコードはそこから始まるんです。日本は、そ

の点、非常に恵まれているのか、それとも非常識的なのか、私は分かりません。

ドイツの場合、暖房負荷量は室温によって影響されると言っていても、22℃な

ら 22℃で担保されているので、暖房負荷量そのもので出てくる。だから向こう

のほうでは熱損失係数であろうが、暖房負荷量であろうが、シミラーな感じに

なる。日本はたぶんそうなっていない。 

 

斉藤委員  そうです。 

 

繪内座長  この辺 1番詳しい福島さん、どういう表示がいいですか。 

 

福島委員  私詳しくないです。 

 

繪内座長  端的に言うと、皆さん、星いくつは一応共通のベースとして、そういう方向

で行きましょうという話しにあるかと思いますが、いわゆる平均も含めてどう

したらいいかという、そういう話です。 

 

福島委員  私も今川さんと同じで、星があればいいんじゃないかなと思います。 

 

繪内座長  漠然としてもね。 

 

福島委員  消費量に関しては、彼らが消費量を、ドイツはしているかもしれないけど、

基本的には、ＥＵで今やっているのは、その計算表がないと家は建てられない

っていう強制基準がスタートしたわけです。フランスもやり始めた。1月 1日

で、50ｋＷです。熱量は。㎡当りの消費量、空調負荷を計算して、それ以下に

ならないと家が建てられないって言ってるんですから。あとはそれがどのレベ

ルかっていうことでいいんじゃないかと思いますよ。 

 



 - 25 -

繪内座長  むしろそうすると、市の広報や何かで、こういうような方針の持っている意

味かな、それがちゃんと個々の市民に伝わってないと、無視されてしまうんで

すよね。 

 

今川委員  ただ発行は、市が出すんでしたら、例えば新築の場合ですと、確認申請取る

ために、こういう計算書かなにか付けなきゃ分かりませんよね。 

 

繪内座長  そうですよね。 

 

今川委員  こんなの見たって、審査官のほう判断できないと思うんですよ。だからちゃ

んと何か基準のあるソフトなり、計算書なり、ちゃんと基準なりの中で作って、

うちの家はこういう断熱を使って、こういう性能のものを新築しますよと、そ

のとき、そしたらあなたのところはスタンダードだから、この星になるなって

いうのは確認の方で計算書かなんか出すときに、はいって渡されて住所表示み

たいな付けるというか。 

 

繪内座長  申請時にいろんな図書が出たときに、性能が担保される何か、それは本人申

請か、市のほうで計算するかそれは分かりませんけども、そういうかたちにな

ると、どのソフトで計算するかにも微妙に問題になってくるところがあります。

とにかくある種そういうものが、竣工時に市のほうから交付される。そのよう

な手続きでは、希望者だけ取りに来いっていう形にしたとしても、何らか計算

する仕事は増えてきますよね。当然。 

 

今川委員  そうですね。 

 

繪内座長  だから義務化を図るという形になってきた場合、申請時のいろんな手続きの

一環として、計算が加わってくるということになります。 

 

今川委員  ですから、国が出している自己評価だとか、第三者評価だとか、こんなもの

何の意味があるのかなと思うんですよね。こんなもの自分でプリントアウトし

て、自分で貼れっていうのかなって見てたんです。こんなもんじゃ意味ないと

思うので、ちゃんと然るべき物を提出して、然るべき判断をしてもらって、そ

れにもらったものでなければ、さっき言ったようなプレートの値もないし、当

然その計算をするんでしたら、室温がのってきますから、室温は当然決まっち

ゃうわけです。22℃にしなさいとか、21℃にしなさいとかっていう基準を言え

ば、それにそって計算するわけですから、当然その 21℃と、当然その暖房エリ

アは 21℃の計算をするわけですから、先ほど言った問題というのもはっきりす

るんじゃないですか。 
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繪内座長  斉藤先生は本州のご出身だから、実現温度をベースにした発言になるし、今

川さんはこっちの人だから、今の発言になる。そのぐらい難しい位置づけに日

本があることは事実なんですが、さて、時間があと 20分くらいになりました。

このラベリングに関して、もう少し皆さんと議論したいのですが、知ってもら

うためには、ラベリングの効用に係る議論が必要になります。例えば僕自身が、

戸建住宅に住む場合、そのあとの代替わりしたときに建て主の責任が次に及ぶ

ことがありますが、ほとんど自己責任的な切り口になります。しかし、賃貸は

そうではないですよね。私は東京の娘のアパートに泊まっては、風邪ひいたり

して帰ってくる。とてもじゃないけど、あれは人間の住む器ではないと思いま

す。19℃の設定室温の我が家と、新築間もないアパートの東京の室温を比べる

と、そういう差になってくるわけです。そうなってきたときに、北海道は札幌

の賃貸、やはりこういうラベルが貼ってあると、借り手が安心して借りられる

とか、いろんな切り口が見えてきて、結局選別というのか、そういうときの 1

つの選択肢になる。そういうようなこともあるわけですね。 

 

斉藤委員  あります。 

 

繪内座長  それを大事にすると、少し豊かさとか、住まい方に係った向上になるのでは

ないかという気がするわけです。ただ、個々の今の性能基準を皆さんと議論し

ているときに、資産価値の向上とか、市場経済の活性化まで、そういうかたち

には最後はなると思うんですけど、どう言えるのかが分かりません。いつも福

島さんと話をしていると、少なくとも星が増えれば、耐用年数も増えます。環

境がよくなって、耐用年数が増えるわけです。ストックの中身が変わるんです

よね。そういうところも含めて、あと 10分くらい皆さんに議論していただいて、

あと次回の予定に移りたいと思います。福島さん、持論が何かありませんか。 

 

福島委員  迷っているところがありますけれど、先ほどエネルギー消費量の話が出てま

したけれど、私どものソフトで計算すると、北方型住宅ＥＣＯを全部計算する

と、実は熱損失係数ってほとんどリニアなんですよ。消費量と。設定室温が同

じだと、だからよくプランで全然違うとかいうけど、実はほとんど熱損失係数

で決まっちゃうので、果たして計算する必要があるかどうかっていうのは、実

態は違うんです、もちろん、住居によって全然違うし、暮らし方によっても違

うんだけど、計算した結果はほとんどリニアなんですよね。それをわざわざ計

算、ドイツのエネパスとか何とかっていうのは、基本的には設備が入っている

んですよ。設備の効率が入っているんです。その割には、換気の電気が入って

なかったり、不思議なんだけど、設備が入っていると、全然何が何だか分から

なくなっちゃう。だからＣＯＰちょっと変えただけで全部変わっちゃうし、も

うそんな熱損損失係数では全然話にならない。それを 1次エネルギー換算しち

ゃうということは、設備だけじゃなくて、エネルギー源も変わってくる。すご
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い迷いますよね。 

 

繪内座長  そうなってくると、ガスを使うかオール電化か、引き続き灯油か、その選択

によって全部機器効率、設備効率が変わってきます。確かに。 

 

福島委員  使う設備が違ってきちゃうので、それも全部入れるんですよね。多分。 

 

繪内座長  システム効率というかたち入っている。 

 

福島委員  フランスのやつで聞いたら、それがまったくないものについては 20ｋＷにし

ていると。 

 

繪内座長  一律に。 

 

福島委員  分からないから。㎡で 20ｋＷ以下にしなさいと。でも 1次エネルギー換算が

ちゃんと分かっているものだったら、50ｋＷみたいな感じになっている。それ

はどうしたらいいのかな。設備だって、ＣＯＰも曖昧だし。 

 

今川委員  だからドイツなんかは、公的な機関がきちっと中立の形で検査しますよね。

スウェーデンもみんなそうなんですよね。ドアとか窓も全部そうなんです。日

本では自社基準だとか、ある程度法的な機関も使うんでしょうけれど、福島先

生がこの間言ったように、マイナス 10％したほうがいいっていうような言い方

をされちゃうような数字しか乗せていないというのは実態なんで。この問題は、

ちょっとありますよね。 

 

福島委員  ドイツとかスウェーデンは、ものすごい力を入れてますけど、イタリアとか

そうでないところもある。日本の選択ってどこにあるのかなと思って、正直よ

く分からないんですよ。しかも彼らは、さっきの資産価値の話があって、売る

ときにどうかということをまず考えるから、ラベルがちゃんとしていれば高く

売れると思ってるけど、日本の場合売るって考えていないんですよね。そこの

ところ、どんな意味があるのかなって。ただ要は射幸心みたいのがあって、こ

んな家に住んでいるっていうのが、例えば高いところにいっているとか、プリ

ウスに乗っているとか、そういうのが何か嬉しいわけでしょ。こんな省エネの

住宅に住んでいるっていうのが嬉しいんだとしたら、そういうことが見えるよ

うな、射幸心を煽るような表示にしたほうがいいですよ。それが星なのかどう

なのか。 

 

繪内座長  もう 1つあります。ドイツの場合、矢印になっているのは、多分、非常に境

界線が難しいわけです。こうすると、要するに連続的に表現できる。出てきた
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数字は「あなたここ」という形にやりますけど、例えば 2と 3でずいぶん違う

時、その境目ですね。階段の形になると、逆に義務化したときに、市の係員で

も簡単に判断できない。悩むかどうか分かりませんが、難しいところは出てき

ます。だから、向こうは向こうで学習して、たぶんドイツ流のこれになったと

思います。 

 

福島委員  もしそうだとしたら、それこそ熱損失係数で切っちゃったほうがいいし、も

しそういうことがあるんならね。判断するのは難しいですよ。その計算結果が、

最近ちょっと反省をしてるんですけど、性能値でずっとやってきたほうがいい

ってずっと言ってきたのに、でも仕様のほうがいいんじゃないかと最近思って

いて、何故かっていうと計算した結果が正しいかどうかっていうのは、本人に

しか分からないですよね。どこが違ったって。 

 

繪内座長  それは基準法が、性能で表記することになっていて、仕様でないのですから。 

 

福島委員  全部そうなちゃったんですけど。 

 

繪内座長  元の住宅金融公庫は仕様でした。あれが北海道住宅のレベルを押し上げた 1

つの功績だと思ってはいます。 

 

福島委員  どっちがいいのか。 

 

繪内座長  振り出しに戻っちゃったような気がして、ちょっと困惑しています。私自身

は、住宅基準は市が設けた基準ですから。独自にその方針でやる。それはそれ

で結構だと思います。分かりやすい、見える場所に貼ってください、というか

たちで継続すると、市のほうも発行したプレートの数で、一応ストックの内容

が、はっきり把握できるような形になる。そうなっていくと 2020年、あるいは

2030年の実績で、どういう施策がちゃんと実現できているかも見えてきます。

これは、1種の住宅の国勢調査みたいなものです。これをやらないで、これく

らいだろうという目の子勘定でやった場合、本当に削減できているのか全く分

からない。そういう意味で、ストックがどれだけ順調に延びているかを知るた

めにも、義務化までが妥当かどうか、分かりませんけれども、業者に対して、

あるいは市民に対して教育効果も含めて、こういう基準を作ることは悪いこと

とは思わない。 

 

福島委員  義務化っていうのは、表示の義務化ですよね。 

 

繪内座長  表示義務にするためには、確認申請時に、窓口でちゃんと了解をとる措置を

取らねばダメです。もちろん嫌だという拒否権はあるかもしれないですが。 
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斉藤委員  実際のワーク負荷とか、作業負荷から考えると、仕様規定しかないですよね。

実際は確認申請の窓で。 

 

繪内座長  ただ業者の計算結果を、そのまま鵜呑みにするのが妥当かは分かりませんが、

そんなに窓口業務が増えることはない。今は、ほとんどの工務店はＱ値を求め

ソフトを持っている。どのソフトを使うかには、いろいろ問題があるのかもし

れませんけれど。 

 

今川委員  やはり、ラベルをつけることが、メリットあるんだというかたちが出てこな

きゃ意味ないですよね。 

 

繪内座長  最終的には、資産価値の向上の面でですよね。 

 

今川委員  それとか、先ほど言った賃貸のこと触れてましたけど、賃貸借りるときに、

この星があることによって安心して、暖かいアパートだと思って入れると。で

すからそういうことが、市の広報なりで、こういうことをやることによって、

こういうことをやりますよと出しますよね、そしたら要するに、そういう家を

建てたほうがいいだなと消費者が思うわけですよね。そうすると、業者にどう

なんだと、こういうことがあるんだけどと相談すれば、当然対応しなきゃなら

なくなってくる。そのときに、お客さんがその家を望みますかっていったら、

望むんだっていったら、計算してこういう手順でお金かかりますよ。それでも

いいと、俺は資産価値を求めるんだからいいんだと言えば、そういう手順を踏

んでいけばいいことであって、そんなもの要らないよという人は別にいいわけ

で。ただ要らないよという人も、ちょっと気になってくると思うんです。そう

いうものがあるんだなと。今ないわけですよ。次世代基準も何も自由なもので

すから、それが問題なんですよ。ですから、そういうことがあることによって、

市民が自分の家を建てるのに、良いものを建てたいのが当たり前なんです。安

くて良いもの。だけど、こういうものがあるんだということで、判断する目安

ができるとうのが、すごく重要だと思うんです。 

 

繪内座長  はい。本当はもう少しベーシックレベル、スタンダードレベル、ハイレベル、

トップランナーの印象も聞きたかったんですけど、終了の時間になりました。

今日の議論はここまでで留めたいと思います。ただ、最初の議論のときよりも、

ネガティブに感じている先生もおられる感じがします。この表示を実際に見な

がら、次回に改めてご意見というか、お伺いできればと思います。 

      それでは、次回は、誘導施策のあり方、これもやはり市のほうから、こうし

たいという話があるかと思います。次が市の建築物の断熱改修。いろんな建物

を所有しているかと思いますが、それに向けてどうしたらいいのか、今は住宅
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に話を限っておりますが、住宅以外にも、いろんな建物を所有しておりますの

で、それに係った話です。あるいは北方型、Ｒ住宅との整合性を、市としては

どのように考えていこうとしているのか。そういうようなところのご意見をお

伺いすることにしたいと思います。 

      （次回日程調整については省略） 

では、3月 4日 10時で会合を持ちたいと思います。一応次回、５回目の日程

が 3月 4日 10時ということで、事務局のほうにお返しいたします。 

 

大場課長  3月 4日の会場等につきましては、後ほどメールでご連絡を差し上げたいと

思います。また本日の会議につきまして、議事録を作成しますので、ご確認お

願いしたいと思います。 

      以上で第 4回の会議を終わらせていただきます。本日はどうもありがとうご

ざいました。 

 


